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様式第 1号（第 7条関係） 

   年   月   日 

ぎふ景観まちづくりファンド事業計画申出書 

 

（あて先） 

（財）岐阜市にぎわいまち公社 理事長 

 

（申出者）住所 岐阜市○◇町１－５          

氏名 金華 鮎太郎               

（団体の場合は、団体名及び代表者氏名） 

電話（ ０５８ ）０００ － ００００ 

 

 次の修景工事の事業計画について、承諾を受けたいので、ぎふ景観まちづくりファンド事業助成金交

付要綱第 7条の規定に基づき、関係書類を添えて申し出ます。 

工事の名称  金華邸改修工事 

工事の場所  岐阜市○◇町１－５ 

物件の種類※ 

■ 歴史的建造物 

□ 一般建造物 

■ 附属工作物 

工事の概要 屋根改修、格子補修、室外機カバー取付 

工事見積額          ３，５００，０００ 円 

修景工事の予定期間 平成２１年 ２月１５日 ～ 平成２１年 ５月３１日 

予定工事施工者   ○◇◇○建設 

添付図書 

（1）設計図書 

（2）工事見積書（明細の分かるもの） 

（3）現況写真（周辺の現況が分かるもの） 

（4）登記事項証明書（土地･家屋の何区何番事項証明書） 

  ＊助成金額が5万円以下の場合は不要 

（5）そのほか理事長が必要と認める図書 

連 絡 先 

 電話番号  （ ０５８ ）０００ － ００００ 

 ﾌｧｯｸｽ番号  （ ０５８ ）０００ － ００００ 

 E-mail --------@---------.co.jp 

 氏 名 ○◇◇○建設  長良    *申請者と異なる場合 

※物件の種類は、工事を行うものを選択してください。（複数選択可）

記載例
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申請物件の概要 ＊附属工作物については附設する建造物についてご記入下さい。 

■ 注意事項 

・1度助成を受けた物件は、5年を経過するまで新たな助成を受けることは出来ません。  
 ただし、助成金額が 5万円以下の物件に対してはこの限りではありません。 
・工事は事業計画の承諾を得るまで着手できません。（承諾前に着手された場合は助成金が交付されません。） 
・助成金は工事終了後、領収書等で申請者の工事費の支払いを確認したうえで交付されます。 
・交付された助成金は所得税の対象となります。 
・１敷地単位の合計で 1件の申請とみなします。（土地、建造物の利用形態からみて同一の敷地を 1敷地と 
 みなします。） 
・その他、関連法令は遵守してください。 

 

■ 申請の条件 
 助成には次の条件を満たしていただくことが必要です。 
 ・助成を受けた建造物を適正に維持管理していただくこと。 
 （工事完了後、10 年間は、助成を受けた建造物を助成金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、 
  除却し、又は担保にすることはできません。ただし、にぎわいまち公社理事長の承認を受けたときは 
  この限りではありません。） 
 ・助成対象建造物の写真、名称、所在地、改修工事の概要等の公表に同意していただけること。 

 

  上記の条件に同意します。 

                    氏 名                   ㊞  

 
  
  
構  造 
 
 

 
 建築物 
 

 
         木 造       ２ 階建 
 

 
 門･塀 
 

 
           造 

 
 
 
築年数 
 

 
 建築物 
 

 
  明・大・昭・平    １０年築  （ 築     ８８年 ） 
 

 
 門･塀 

 
  明・大・昭・平      年造  （ 造       年 ） 
 

 
 所有の形態 
 

 
 土地（ 地権者 ・ 借 地 ） ／ 家屋（ 持 家 ・ 借 家 ） 

 
申請者と建造物の関係 
 

 
 所有者 ・ 借家人 ・ その他（           ） 

 
土地家屋の所有者 
＊申請者と異なる場合のみ 

 ご記入下さい 

＊助成金額が 5万円以下の 

 物件は記載不要です 

 
住  所 〒５００－００００ 
     岐阜市◇◇町１０－５ 
  
 
氏  名 長良 川助 
 

 
申請同意印 
 
 
 
 
 

 
電話番号 ０５８－０００－００００  
 

 
 現在の状況 
 

 
 住 居 ・ 店 舗 ・ その他（ 倉庫   ） ・ 空 家 

 
 改修後の用途 
 ＊上記と異なる場合のみ 

 
 住 居 ・ 店 舗 ・ その他（ 事務所  ） 

 

 印 


